
○仕組み（企業の皆様のメリット）
企業様

●企業と行政が協力して地域を元気にします

●10万円から寄附できます

●税負担が軽くなります（令和２年度税制改正より）

寄附額の約９割に相当する税額が軽減されます。

※例えば、1,000万円を寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減され、

実質的な企業負担は約100万円となります。

○制度の流れ

地方公共団体

プロジェクト立案

企業

寄附検討・申し出

地方公共団体

プロジェクト実施

企業版ふるさと納税を活用した場合
通常の寄附

損金算入による軽減効果 税額控除 企業負担

約３割 ４割 ２割 約１割

国税+地方税 法人住民税+法人税 法人事業税

寄 附 額

山形県飯豊町 企業版ふるさと納税の仕組み

○企業版ふるさと納税とは…
志ある企業の皆様が、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。

飯豊町は内閣府からの認定を受け、この制度を活用して企業の皆様からの寄附を募り、『田園の息吹が暮らしを豊かにするまち「いいで」』

に掲げる取り組みを積極的に推進して参りたいと考えています。

飯豊町：田園の息吹が暮らしを豊かにするまち「いいで」

●飯豊電池バレー構想
「飯豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の「可能性をひらく種

『自然文化と最先端科学技術が融合するまちづくり』」が基礎となり、
「人材育成」「交流人口の拡大」「雇用の創出」を３本柱とした最重
要施策の一つです。

●企業の皆様からの寄附を活用して、主に次のことに取り組みます
これまでの成果を生かした事業を支援するとともに、SDGｓの17の

目標の一つ「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」の実現を目指し、
環境に配慮され、高齢者の交通事故などの社会問題を解決する「未来
型車両」の研究開発への支援を拡充していきます。

企業

寄附金の払い込み

地方公共団体

寄附金領収書交付

企業

税の申告

◆申請・問合せ先／山形県飯豊町 商工観光課産業連携室 ℡0238-87-0569 ✉i-sangyo@town.iide.yamagata.jp 〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地


